
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年度第１回茅ヶ崎市ホテル等建築審議会

議案書及び議案説明資料  

資料１  



 諮問第１号  ホテル等建築計画に係る届出について  

  申 請 者 (事 業主 ) 株 式 会 社 東 横 イン  代 表 執 行 役  黒 田 麻 衣 子  

敷 地 の 地 名 地 番 茅 ヶ 崎 一 丁 目 ２ ３ ４ ０ 番 ９ 及 び 同番 １０  

ホ テ ル 等 の 名 称 (仮称 )東横 INN 茅ヶ 崎市 役 所  

 

提案趣旨  

審 議 会 規 則 第 ２条 に 基 づ き 、市 ⾧ の 諮 問 に 応じ て 調 査 審 議 し 、そ の 結 果 を答 申 す る た

め に 提 案 す る 。 

茅 ヶ 崎 市 ラ ブ ホテ ル 規 制 条 例（以 下 、「 条 例」と い う 。）第 ４ 条 第３ 項 に 基 づ き 、令

和 ３ 年 ４ 月 １ 日付 け（ ３ 茅 開審 第２ 号 ）の 文書 に て 市 ⾧よ り諮 問 がな さ れ 、届 出 に 係 る

計 画 を 、条 例第 ２条 ２ 項 に 規定 する ラ ブ ホ テル に 該当 しな いも の と判 定 し た こ と につ い

て 意 見 を 求 め られ て い る 。  

よ っ て 、諮 問の 内 容 が 条 例 第４ 条 第 ２ 項 に 規定 す る判 定に 係る も ので あ る た め 、審議

会 規 則 第 ２ 条 に則 り 、届 出 に係 る 計 画 が ラ ブホ テ ルに 該当 する か 否か を 調 査 審議 し 、そ

の 結 果 を 市 ⾧ に答 申 す る も の と す る 。 

な お、本 件 は 、前 回 審 議 会（ 令和 ２ 年 度 開催 ）の諮 問 第 １ 号 で 審議 し た 建 築 計 画 に つ

い て 、⾧ 引 くコ ロ ナ 禍の 影 響 を 受 け て計 画 が 一 度 廃 止 さ れ た 後 に 、同 一 事業 者に より 同

一 敷 地 に お い て計 画 の 見 直 し が 行 わ れ 、若 干計 画 規模 が縮 小さ れ た上 で 、新 規 の 建 築 計

画 と し て 届 出 がな さ れ た も の で あ る 。  

 

  規制区域  

計 画 敷 地 は 商 業地 域 内 に あ る も の の 、市役 所を は じめ その 周囲 を 別表 第 ２（ 条 例 第３

条 関 係 ）に 掲 げ る 施設 に 囲 まれ てお り 、ま た、住居 系 の用 途地 域の 境 界 か ら ５ ０ メ ー ト

ル 以 内 に 位 置 して い る 。よ っ て 、条例 第 ３ 条に 規 定す る規 制区 域 内と な る た め 、計画 敷

地 に ラ ブ ホ テ ルは 建 築 で き な い 。  

 

  立地状況  

   計 画 敷 地は 茅 ヶ 崎 駅 よ り 北 側 約 ４ ０ ０ メ ー トル（徒 歩 約７ 分）に 位置 し 、北 側及 び東

側 は そ れ ぞ れ 歩道 を 有 す る 市 道 ５ ５ ６ ３ 号 線（ 幅 員１ ６メ ー トル ）と 県 道４ ５号 線（幅

員 ２ ２ メ ー ト ル）と接 し 、南側 及び 西側 は市 役 所 敷 地 と 接 して い る 。ま た 、敷 地 東側 部

分 の 上 空 を 歩 道橋 （ ふ れ あ い 橋 ） が 通 っ て い る 。  

   敷 地 の 周辺 は 行 政 拠 点 地 区 と し て 公 共 施 設 が集 積し て お り 、茅 ヶ 崎駅 周辺 には シ ョッ

ピ ン グ セ ン タ ーや 商 店 街 等 が 立 地 し 、駅 と事 業 予 定地 と の 間 に は 医療 施 設（ 建 替 工 事 中 ）

も 立 地 し て い る。計 画敷 地 以北 は、県 道 ４５ 号 線 に沿 って 大 規 模 な商 業 施設 や工 業施 設



が 立 地 し 、 中 央公 園 の 北 側 に は マ ン シ ョ ン も 立 地 して いる 。  

 

  利用客動線  

   歩行 者 に つ い て は 、計画 敷 地に 対し て西 側 を 除 く す べて の 方 面 か ら ア プ ロ ー チ 可 能で

あ る が 、茅 ヶ崎 駅方 面 か ら 来訪 する 利 用 客 が多 い と思 われ るた め 、東 側 の 県 道 ４ ５ 号 線

の 歩 道 か ら 計 画建 物 の 主 出 入 口 に 至 る か 、も し く は、南 側の 市 役 所 敷 地（ プ ロ ムナ ー ド

等 の 広 場 と な って い る ） を 介 し て 同 出 入 口 に 至 る 動線 が主 と し て 想定 さ れる 。 

   自 動 車 につ い て は 、北 側 の 市 道 ５ ５６ ３ 号 線か らの み 、敷地 北 西 側 の 駐 車 場出 入 口 よ

り 進 入 可 能 で あり 、駐 車 場 利 用 客 は 、駐 車 場 か ら 計画 建 物 北 側 を 廻り 、歩行 客と 同 じ建

物 主 出 入 口 に 至る 動 線 と な る 。 

 

  計画建物  

   計 画 建 物の 用 途 分 類 は 、旅 館 業 法 第２ 条 第 2 項に 規 定す る「 旅 館・ホ テル 営業 」を 行

う 施 設 で あ る ため 、条 例 第 ２ 条 第 １ 号 に 規 定 す る「 ホ テ ル 等」に 該当 す る 。建築 基準 法

上 の 用 途 は 「 ホテ ル 」 で あ る 。 

   計 画 建 物の 構 造 規 模 は 、 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造、 地上 １ ０ 階 建て で 、最 高高 さは ３ １．

０ メ ー ト ル で ある 。 

   計 画 客 室数［ 収容 人 員］に つ い て は 、２ ６ １室［ ３ ７ ８ 人 ］で あ り、そ の 内 訳 は 、シ

ン グ ル ル ー ム（ 一 人 用）が １ ３ ９ 室［ １３ ９人 ］、ダ ブル ル ーム（ 二 人 用 、エコ ノミ ー

ダ ブ ル ル ー ム 含む ）が ８ １ 室［ １ ６ ２ 人］、ツ イ ン ル ー ム（ 二 人用 ）が ３ ６ 室［７ ２人 ］、

ハ ー ト フ ル シ ング ル ル ー ム （ 一 人 用 、 身 障 者 用 ） が５ 室［ ５ 人 ］ とな っ てい る。  

   計 画 建 物の １ 階 に は 、ロ ビ ー 、食 堂 、多 目 的広 間 及 び 男 女 別の 共 用便 所が 計画 さ れて

い る 。  

 

  調査審議  

   本 件諮 問の 調 査審 議 と は、市 ⾧ が ラ ブ ホ テ ル に 該 当 し な い と し た 判定 が 妥 当 で あ るか

を 、本 審 議 会 に お い ても 確 認す るこ とと な るた め、茅 ヶ 崎 市 ラ ブ ホテ ル 規制 条例 第２ 条

第 ２ 号 に 係 る 判 定 一 覧 （ 資 料 ５ ʷ ２ ） 及 び 建 築 計 画 概 要 一 式 （ 資 料 ５ ʷ ３ ） の 図 面 集

を 比 較 し つ つ 、各 条 項 の 基 準 を 満 た し て い る か を 確認 する こ と が 、作 業 の基 本と なる 。 

※  資 料５ ʷ１  「 諮 問文 書 （写 し） 」 

    資料 ５ʷ ２  「 茅 ヶ崎 市ラ ブ ホ テ ル規 制 条例 第２ 条第 ２ 号に 係 る 判 定 一 覧」  

    資料 ５ʷ ３  「 建 築計 画 概 要 一 式 」 


